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西 監 発 第 ３ ２ 号 

平成２９年９月１２日 

 

 

 

西宮市長  今 村 岳 司 様 

 

 

 

西宮市監査委員  亀 井   健 

同     鈴 木 雅 一 

同     野 口 あけみ 

同     山 口 英 治 

 

 

 

西宮市財政健全化等審査意見の提出について 

 

 

 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定により、平

成28年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率（食肉センター特別会計）について審

査した結果、別紙のとおり意見を提出します。 
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平成28年度西宮市財政健全化等審査意見 

 

第１ 審 査 の 対 象 

地方公共団体の財政の健全化に関する法律第３条第１項及び第22条第１項の規定によ

り、市長から提出された、平成28年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率（地

方公営企業法非適用会計）並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類を対象と

しました。 

 

第２ 審 査 の 期 間 

平成29年７月24日から同年８月14日まで 

 

第３ 審 査 の 方 法 

この財政健全化等審査は、市長から提出された平成28年度決算に基づく健全化判断比率

及び資金不足比率並びにそれらの算定の基礎となる事項を記載した書類が、適正に作成さ

れているかどうかを主眼として実施しました。 

審査にあたっては、疑問の点について質問事項をあらかじめ提示し、書面回答を得たう

え、質問会などで関係部局による説明を聴取し、質疑応答を行い、審査を実施しました。 

 

第４ 審 査 の 結 果 

審査に付された下記、平成28年度決算に基づく健全化判断比率及び資金不足比率並びに

それらの算定の基礎となる事項を記載した書類は、いずれも適正に作成されているものと

認められます。 
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記 

健全化判断比率 

（単位：％） 

区   分 28年度 早期健全化基準 財政再生基準 

実 質 赤 字 比 率 ―  11.25 20.00 

連結実質赤字比率 ―  16.25 30.00 

実 質 公 債 費 比 率 3.9  25.0 35.0 

将 来 負 担 比 率 29.1  350.0 ― 

注１ 実質赤字比率では実質赤字額が、連結実質赤字比率では連結実質赤字額が、それぞれ生じて

いない場合は「―」で表示している。 

２ 将来負担比率は、財政再生基準の対象とされていないため「―」で表示している。 

 

資金不足比率（地方公営企業法非適用会計） 
（単位：％） 

区   分 28年度 経営健全化基準 

食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計 ― 20.0 

注 資金不足額が生じていない場合は「―」で表示している。 

 

 

(参考) 資金不足比率（地方公営企業法適用会計） 
（単位：％） 

区   分 28年度 経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 ― 20.0 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― 20.0 

下 水 道 事 業 会 計 ― 20.0 

病 院 事 業 会 計 0.5 20.0 

注 資金不足額が生じていない場合は「―」で表示している。 

 

 

意 見 

28年度決算においては、実質赤字額、連結実質赤字額とも生じていないことから、実質

赤字比率、連結実質赤字比率は算定されていません。一般会計等の実質黒字額は24億7,231

万円で、前年度に比べ１億6,747万円減少しています。一般会計等に含まれない特別会計で

は、国民健康保険特別会計で２億6,992万円増加するなど、実質黒字額は５億1,120万円増

加しています。公営企業会計では、病院事業会計を除く４会計で実質黒字額が７億1,700

万円増加し、病院事業会計では資金不足額が２億3,859万円減少しています。連結実質赤字

比率の対象となる会計全体では、実質黒字額は104億7,594万円で、前年度に比べ12億9,933

万円増加しています。 
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実質公債費比率は3.9％で、前年度に比べ0.8ポイント低下しています。償還期間終了に

よる元金の減や残高減少に伴う利息の減により地方債の元利償還金は減少し、阪神水道企

業団への負担金の減や公営企業債の元利償還金に対する下水道事業への繰出金の減などに

より準元利償還金も減少しています。 

将来負担比率は29.1％で、前年度に比べ4.8ポイント低下しています。震災復興事業に係

る市債の償還期間が順次終了していることにより地方債現在高は減少し、債務負担行為に

基づく支出予定額や公営企業債等繰入見込額も減少しています。 

将来負担額は減少傾向にありますが、地方債残高については、今後、公共施設の耐震化

や老朽化対策等の投資的経費の増大などによって多額の市債発行が見込まれます。また、

国が財政健全化を進める中、地方財政への影響も予測しがたい状況にあります。今後とも、

将来負担の軽減に留意し、健全な財政運営の確保に努めてください。 

資金不足比率については、病院事業会計で0.5％となっており、経営健全化基準(20.0％)

を下回っているものの、前年度に引続き資金不足を生じています。 

病院事業会計では、資金不足解消のため20年度から22年度に一般会計から借入れた16億

4,100万円の長期借入金により、22年度と23年度は資金剰余となっていましたが、24年度以

降再び資金不足が生じたことから、26年度に一般会計から５億円の長期借入れを行い資金

不足額は2,042万円に改善していました。しかしながら、27年度以降も資金不足額が拡大し

たことから、28年度に一般会計から５億円の長期借入れを行っています。28年度の資金不

足額は2,310万円で、前年度と比較すると２億3,859万円改善していますが、この長期借入

金がなかった場合の資金不足額は５億2,310万円となります。 

なお、上記の長期借入金26億4,100万円は貸借対照表上では固定負債に分類されるため、

現在は資金不足比率算定に含まれていないことに留意する必要があります。当該長期借入

金の元金償還が順次始まる35年度以降は、次年度の元金償還額が固定負債から流動負債に

振替わることによる資金不足比率の悪化と資金流出による経営への圧迫が懸念されます。

さらに26年度新地方公営企業会計基準の適用により、29年度からは１年以内に使用される

見込みの各種引当金や貸倒引当金は資金不足額に算入されることとなり、資金不足比率の

悪化要因となります。 

今後とも「西宮市立中央病院 経営改革プラン(Ver2.0)」で示された取組内容を着実に推

進するなど資金不足の解消に向けた早急な経営基盤の確立に努めてください。 

  



  - 5 - 

 

 

 

審  査  資  料 
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１ 健全化判断比率等の対象となる会計等 

健全化判断比率及び資金不足比率の算定対象となる会計等の範囲は、次のとおりです。 
 

西

宮

市 

一 般 会 計  

一
般
会
計
等 

実
質
赤
字
比
率 

連

結

実

質

赤

字

比

率

 

実

質

公

債

費

比

率 

将

来

負

担

比

率 

特

別

会

計 

区画整理清算費特別会計 

中小企業勤労者福祉共済事業特別会計 

公共用地買収事業特別会計 

母子父子寡婦福祉資金貸付事業特別会計 

国民健康保険特別会計 

公

営

事

業

会

計 
 

農業共済事業特別会計  

介護保険特別会計  

後期高齢者医療事業特別会計  

 

公
営
企
業
会
計 

水道事業会計 

資
金
不
足
比
率 

工業用水道事業会計 

下水道事業会計 

病院事業会計 

食肉センター特別会計 

一部事務組合 

阪神水道企業団    

丹波少年自然の家    

後期高齢者医療広域連合    

公    社 土地開発公社     

その他市が損失

補償している団

体等 

兵庫県信用保証協会     

阪神福祉事業団     

西宮市住宅整備資金等融資     

注 資金不足比率は各会計ごとに算定される。 
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２ 健全化判断比率について 

（１）実質赤字比率 

（単位：％） 

区   分 26年度 27年度 28年度 
早期健全 

化基準 

財政再生 

基準 

実 質 赤 字 比 率 ― ― ― 11.25 20.00 

 

実質赤字比率とは、一般会計等を対象とした実質赤字額の標準財政規模に対する比率で

す。 

実質赤字比率の算定式は、次のとおりです。 

実質赤字比率（－）＝ 
一般会計等実質赤字額 （－） 

 
標準財政規模 98,196,676 千円 

 

一般会計等の実質収支額は、24億7,231万円の黒字となっており、実質赤字額は発生して

いません。 

一般会計等の実質収支額の算定は、次のとおりです。 

（単位：千円） 

会   計 
26年度 

 

27年度 

(A) 

28年度 

(B) 

対前年度増 

減額 (B-A) 

一般会計 482,975 2,630,958 2,463,387 △167,571 

区画整理清算費特別会計 0 0 0 0 

中小企業勤労者福祉共済事業 

特別会計 
7,260 8,831 8,930 99 

公共用地買収事業特別会計 350 1 0 △1 

母子父子寡婦福祉資金貸付 

事業特別会計 
0 0 0 0 

計 490,585 2,639,790 2,472,317 △167,473 

注 この算定に用いる実質収支額は、事業繰越などの取扱いにより、各会計の実質収支額と異なる場合が

ある。 
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標準財政規模とは、地方公共団体の標準的な状態で通常収入されるであろう経常的一般

財源の規模を示すもので、その算定は、次のとおりです。 

（単位：千円） 

項   目 
26年度 

 

27年度 

(A) 

28年度 

(B) 

対前年度増 

減額 (B-A) 

標準税収入額等 82,472,356 84,729,926 87,808,738 3,078,812 

普通交付税決定額 7,203,447 6,124,347 5,029,179 △1,095,168 

臨時財政対策債発行可能額 7,540,294 6,728,929 5,358,759 △1,370,170 

計 97,216,097 97,583,202 98,196,676 613,474 

 

本市においては、26年度決算、27年度決算及び28年度決算ともに実質赤字額は生じてい

ないことから、実質赤字比率は「－」で表示しています。なお、他市のデータが入手可能

な27年度決算では、すべての中核市（27年４月１日現在。以下同じ。）において、実質赤字

額は発生していません。 

 

（２）連結実質赤字比率 

（単位：％） 

区   分 26年度 27年度 28年度 
早期健全 

化基準 

財政再生 

基準 

連結実質赤字比率 ― ― ― 16.25 30.00 

 

連結実質赤字比率とは、一般会計のほか、特別会計（公営企業会計を含む。）を含めた全

会計を対象とした連結実質赤字額の標準財政規模に対する比率です。 

連結実質赤字比率の算定式は、次のとおりです。 

連結実質赤字比率（－）＝ 
連結実質赤字額 （－） 

 
標準財政規模 98,196,676 千円 

 

連結実質収支額は104億7,594万円の黒字となっており、連結実質赤字額は発生していま

せん。 
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連結実質収支額の算定は、次のとおりです。 

（単位：千円） 

会   計 

実質黒字額又は資金剰余額 

26年度 

 

27年度 

(A) 

28年度 

(B) 

対前年度増 

減額(B-A) 

一般会計等  490,585 2,639,790 2,472,317 △167,473 

一般会計等以外の

特別会計のうち公

営企業に係る特別

会計以外の会計 

国民健康保険 746,972 123,025 392,952 269,927 

農業共済事業 123 119 101 △18 

介護保険 410,549 345,668 574,578 228,910 

後期高齢者医療事業 208,115 210,352 222,735 12,383 

公営企

業会計 

法適用

企業 

水道事業 2,238,582 2,322,634 2,875,441 552,807 

工業用水道事業 2,323,846 2,468,490 2,589,008 120,518 

下水道事業 1,456,925 1,323,240 1,366,921 43,681 

病院事業 △20,421 △261,696 △23,102 238,594 

法非適

用企業 
食肉センター特別会計 4,909 4,991 4,992 1 

計 7,860,185 9,176,613 10,475,943 1,299,330 

注 病院事業会計の資金不足額は、負数(△)で表示。 

 

本市においては、26年度決算、27年度決算及び28年度決算ともに病院事業会計で資金不

足額が生じましたが、他の会計の実質黒字額・資金剰余額が大きいため連結実質赤字額は

生じていないことから、連結実質赤字比率は「－」で表示しています。なお、27年度決算

では、すべての中核市において、連結実質赤字額は発生していません。 
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（３） 実質公債費比率（３か年平均） 

（単位：％） 

区   分 26年度 27年度 28年度 
早期健全 

化基準 

財政再生 

基準 

実質公債費比率 5.5 4.7 3.9 25.0 35.0 

 

 
 

実質公債費比率とは、一般会計等が負担する元利償還金及び準元利償還金の標準財政規

模に対する比率です。 

単年度では、26年度4.7％、27年度4.0％、28年度3.2％となっています。３か年の実質公

債費比率を平均した結果3.9％となり、早期健全化基準(25.0％)を下回っています。 

8.5
7.1

5.5
4.7

3.9

8.7 8.3
7.4 6.9

0.0

5.0

10.0

15.0

20.0

25.0

24年度 25年度 26年度 27年度 28年度

(％)

実質公債費比率（３か年平均）

西宮市

中核市(単純平均)
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28年度の実質公債費比率（単年度）の算定式は、次のとおりです。 

実質公債費比率 3.2％ ＝ 
(Ａ＋Ｂ) － (Ｃ＋Ｄ) 

 
Ｅ－Ｄ 

 ＝ 
(17,387,644千円＋5,327,053千円)－(6,942,996千円＋13,012,464千円) 

 
98,196,676千円－13,012,464千円 

 

Ａ 地方債元利償還金（一般会計等の公債費の元利償還額） 

Ｂ 準元利償還金（一般会計等から一般会計等以外の特別会計への繰出金のう

ち、公営企業債の償還の財源にあてたと認められるもの等） 

Ｃ 特定財源（都市計画事業の財源として発行された地方債償還額に充当した

都市計画税等） 

Ｄ 元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

Ｅ 標準財政規模 

 

実質公債費比率（３か年平均）の算定に必要な各項目の数値は、次のとおりです。 

（単位：千円） 

項   目 26年度 27年度 28年度 

Ａ 地方債元利償還金 19,080,686 18,189,919 17,387,644 

Ｂ 準元利償還金 5,686,334 5,571,338 5,327,053 

Ｃ 特定財源 6,928,716 6,965,652 6,942,996 

Ｄ 元利償還金及び準元利償還金

に係る基準財政需要額算入額 
13,905,545 13,425,589 13,012,464 

Ｅ 標準財政規模 97,216,097 97,583,202 98,196,676 

 



 

27年度決算においては、中核市

本市の実質公債費比率は、2

では低いほうから12番目となっています

中核市における実質公債費比率

0

2

4

6

8

10

12

14

16

-1.9～

0.0
0.1～ 2.0 2.1～ 4.0

27年度（

26年度（

(市)
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中核市の実質公債費比率（３か年平均）の平均値

27年度決算では4.7％で平均値を下回っており

となっています。 

実質公債費比率の分布状況は、次のとおりです。 

4.0 4.1～ 6.0 6.1～ 8.0 8.1～

10.0
10.1～

12.0
12.1

14.0

H27西宮市

↓

H26西宮市

↓

（45市）

（43市）

平均値は6.9％でした。

っており、中核市45市の中

 

 

12.1～

14.0
14.1～

16.0

(％)
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（４） 将来負担比率 

（単位：％） 

区   分 26年度 27年度 28年度 
早期健全 

化基準 

財政再生 

基準 

将 来 負 担 比 率 36.6 33.9 29.1 350.0 ― 

 

 
 

将来負担比率とは、一般会計等が将来負担すべき実質的な負債の標準財政規模に対する

比率です。 

将来負担比率は29.1％と、早期健全化基準(350.0％)を下回っています。なお、ストック

指標である将来負担比率では財政再生基準は設定されていません。 

将来負担比率の算定式は、次のとおりです。 

将来負担比率 29.1％ ＝ 
Ａ－Ｂ 

 
Ｃ－Ｄ 

           ＝ 
217,320,643千円－192,531,871千円 

 
98,196,676千円－13,012,464千円 

 

Ａ 将来負担額 

Ｂ 充当可能財源等 

Ｃ 標準財政規模 

Ｄ 元利償還金及び準元利償還金に係る基準財政需要額算入額 

54.8
43.0 36.6 33.9 29.1

68.6 61.5 55.4 50.8

0.0

50.0

100.0

150.0

200.0

250.0

300.0

350.0
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(％)

将来負担比率
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中核市(単純平均)
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将来負担額の算定は、次のとおりです。 

（単位：千円） 

項   目 
26年度 

 

27年度 

(A) 

28年度 

(B) 

対前年度増 

減額 (B-A) 

一般会計等の地方債現在高 154,269,925 152,663,544 146,867,928 △5,795,616 

債務負担行為に基づく支出予定額 10,861,766 9,870,580 9,139,736 △730,844 

公営企業債等繰入見込額 40,866,849 39,271,624 38,618,686 △652,938 

組合負担等見込額 800,490 477,157 386,268 △90,889 

退職手当負担見込額 22,869,632 21,861,204 22,264,809 403,605 

設立法人の負債額等負担見込額 128,913 51,841 43,216 △8,625 

連結実質赤字額 0 0 0 0 

組合連結実質赤字額負担見込額 0 0 0 0 

計 229,797,575 224,195,950 217,320,643 △6,875,307 

 

地方債の現在高は1,468億6,792万円で、臨時財政対策債650億9,585万円が４割以上を占

めています。 

債務負担行為に基づく支出予定額は91億3,973万円で、主なものは、北口北東再開発ビル

駐車場整備事業17億3,803万円、北口図書館整備事業14億3,858万円、西宮浜中学校新設事

業(兵庫県企業庁償還金)10億4,888万円、公営住宅建設事業(西宮浜４丁目団地)10億3,514

万円、西宮浜小学校新設事業(兵庫県企業庁償還金)９億8,435万円となっています。 

公営企業債等繰入見込額は386億1,868万円で、主なものは、下水道事業会計に対する繰

入見込額352億9,248万円となっています。 

退職手当負担見込額は222億6,480万円で、一般会計等が実質的に退職手当を負担する

3,288人が、28度末に自己の都合により退職するものと仮定した場合に支給すべき退職手当

の額となっています。 
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各会計等に係る将来負担額は、次のとおりです。 

（単位：千円） 

区   分 

将来負担額 

地方債現在高 

債務負担行為

に基づく支出

予定額 

公営企業債等

繰入見込額 

組合負担等

見込額 

退職手当負担

見込額 

設立法人の

負債額等負

担見込額 

一般会計等 

一般会計 146,528,910 9,139,736   22,264,809  

区画整理清算費特別会

計 
      

中小企業勤労者福祉共

済事業特別会計 
      

公共用地買収事業特別

会計 
273,000      

母子父子寡婦福祉資金

貸付事業特別会計 
66,018      

一般会計等以外の

特別会計のうち公

営企業に係る特別

会計以外の会計 

国民健康保険特別会計       

農業共済事業特別会計       

介護保険特別会計       

後期高齢者医療事業特

別会計 
      

公営企業

会計 

法適用 

水道事業会計   490,800    

工業用水道事業会計   209    

下水道事業会計   35,292,489    

病院事業会計   2,657,168    

非適用 食肉センター特別会計   178,020    

一部事務組合 

阪神水道企業団    353,622   

丹波少年自然の家    32,646   

後期高齢者医療広域連

合 
      

公社 土地開発公社       

その他市が損失補

償している団体等 

兵庫県信用保証協会       

阪神福祉事業団      43,216 

西宮市住宅整備資金等

融資 
      

計 146,867,928 9,139,736 38,618,686 386,268 22,264,809 43,216 

注 退職手当負担見込額は、28年度末退職者を除く全職員(3,530人)のうち、上下水道事業管理者(1人)、水道事業会計(166人)、

工業用水道事業会計(5人)、下水道事業会計(70人)を除いた3,288人が対象。 

 



 

充当可能財源等の算定は

項   目 

充当可能基金額 

充当可能特定歳入 

 うち都市計画税 

地方債現在高等に係る基準

財政需要額算入見込額 

計 

 

27年度決算においては、

担比率は、27年度決算では

から19番目となっています

中核市における将来負担比率

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

0.0以下 0.1～

20.0
20.1～

40.0
40.1

60.0

H26西宮市

↓

H27西宮市

↓

27年度（

26年度（

(市)

  - 16 - 

は、次のとおりです。 

（

26年度 

 

27年度 

(A) 

28年度 

(B) 

29,603,456 31,280,089 33,598,067

41,587,385 37,027,918 35,245,394

38,089,440 35,039,338 33,371,276

128,084,472 127,287,521 123,688,410

199,275,313 195,595,528 192,531,871

、中核市の将来負担比率の平均値は50.8％でした

では33.9％と平均値を下回っており、中核市45

となっています。 

将来負担比率の分布状況は、次のとおりです。 

40.1～

60.0
60.1～

80.0
80.1～

100.0
100.1～

120.0
120.1～

140.0
140.1～

160.0

西宮市

（45市）

（43市）

（単位：千円） 

 対前年度増 

減額 (B-A) 

33,598,067 2,317,978 

35,245,394 △1,782,524 

33,371,276 △1,668,062 

123,688,410 △3,599,111 

192,531,871 △3,063,657 

でした。本市の将来負

5市の中では低いほう

 

160.1～

180.0
180.1～

200.0

(％)
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３ 資金不足比率について 

資金不足比率とは、公営企業の資金不足額を、公営企業の事業規模である料金収入の規模

と比較して、指標化し、経営状況の深刻度を示すもので、この比率が高くなるほど、料金収

入で資金不足を解消するのが難しくなることから、公営企業としての経営状況の判断指標と

して、19年度決算から算定されることとなったものです。 

この比率が、経営健全化基準(20.0％)を超えると、経営健全化計画を策定しなければなら

ないこととなっています。 

28年度決算では、病院事業会計において資金不足が生じています。 

 

（１）地方公営企業法適用会計 

（単位：％） 

会 計 名 26年度 27年度 28年度 経営健全化基準 

水 道 事 業 会 計 ― ― ― 20.0 

工 業 用 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 20.0 

下 水 道 事 業 会 計 ― ― ― 20.0 

病 院 事 業 会 計 0.4 6.1 0.5 20.0 

 

法適用会計の資金不足比率の算定式は、次のとおりです。 

資金不足比率 ＝ 
資金不足額 

 
事業の規模 

 

資金不足額 ＝（流動負債＋建設改良費等以外の企業債残高－流動資産） 

      －解消可能資金不足額 

      ※流動負債及び流動資産は、算定基準による控除額を除いた額 

事業の規模 ＝ 営業(医業)収益の額－受託工事収益の額 
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区分の説明 
 

ア 

 

① 流動負債 決算における貸借対照表上の流動負債の額 

② 控除企業債等 決算において貸借対照表の流動負債に計上されて

いる企業債及び他の会計からの長期借入金で、建設

改良費等に充てるためのものの額 

③ 控除未払金等 貸借対照表に計上されている一時借入金及び未払

金のうち建設改良費に係るものであって、その支払

財源に充てるために翌年度に地方債を起こすことと

しているものの額 

④ 控除額 

 

連結実質赤字額の算定上、現金会計である他会計

との間で生じる重複額 

⑤ 控除引当金等(26～28年

度の算入猶予経過措置) 

決算において貸借対照表の流動負債に計上されて

いる引当金とリース債務の額 

イ  算入地方債の現在高 建設改良費以外の経費の財源に充てるために起こ

した地方債の当該年度における残高 

ウ ⑥ 流動資産 決算における貸借対照表上の流動資産の額 

⑦ 控除財源 当該年度において執行すべき事業に係る支出予算

の額のうち、翌年度に繰越した事業の財源に充当す

ることができる特定の収入で、当該年度に収入され

た部分に相当する額 

⑧ 控除額 連結実質赤字額の算定上、現金会計である他会計

との間で生じる重複額 

⑨ 貸倒引当金(26～28年度

の算入猶予経過措置) 

決算において流動資産に係る貸倒引当金の額 

エ  解消可能資金不足額 事業の性質上、事業の開始後一定期間に構造的に

資金の不足額が生じる等の事情がある場合におい

て、資金の不足額から控除する一定の額 

資金不足が生じていないときは算定不要 

オ  営業収益の額 決算における営業収益の額 

カ  受託工事収益の額 決算における受託工事収益の額 
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資金不足比率の算定は、次のとおりです。 

水道事業会計 

(単位：千円・％) 

区   分 26年度 27年度 28年度 

Ａ 資金の不足額  (ア＋イ)－(ウ＋エ) 

   △は資金剰余 
△2,238,582 △2,322,634 △2,875,441 

 ア 流動負債 ①－②－③－④－⑤ 2,016,432 1,519,700 1,424,611 

 ① 流動負債 3,350,555 2,859,498 2,688,222 

② 控除企業債等 1,181,007 1,195,457 1,118,263 

③ 控除未払金等 0 0 0 

④ 控除額 9,848 86 1,079 

⑤ 控除引当金等 143,268 144,255 144,269 

イ 算入地方債の現在高 0 0 0 

ウ 流動資産 ⑥－⑦－⑧＋⑨ 4,255,014 3,842,334 4,300,052 

  

 

 

⑥ 流動資産 4,242,434 3,830,920 4,286,703 

⑦ 控除財源 0 0 0 

⑧ 控除額 0 0 0 

⑨ 貸倒引当金 12,580 11,414 13,349 

エ 解消可能資金不足額 0 0 0 

Ｂ 事業の規模 (オ－カ) 8,746,298 8,818,802 9,138,908 

 オ 営業収益の額 8,751,852 8,830,305 9,154,528 

カ 受託工事収益の額 5,554 11,503 15,620 

資金不足比率 Ａ／Ｂ×100 

    資金不足額がない場合「△」表示 
△25.6 △26.3 △31.5 

 

工業用水道事業会計 
(単位：千円・％) 

区   分 26年度 27年度 28年度 

Ａ 資金の不足額  (ア＋イ)－(ウ＋エ) 

   △は資金剰余 
△2,323,846 △2,468,490 △2,589,008 

 ア 流動負債 ①－②－③－④－⑤ 27,828 22,806 36,801 

 ① 流動負債 70,049 63,419 66,538 

② 控除企業債等 39,244 37,504 26,377 

③ 控除未払金等 0 0 0 

④ 控除額 0 0 0 

⑤ 控除引当金等 2,977 3,109 3,360 

イ 算入地方債の現在高 0 0 0 

ウ 流動資産 ⑥－⑦－⑧＋⑨ 2,351,674 2,491,296 2,625,809 

 

 

 

⑥ 流動資産 2,351,674 2,491,296 2,625,809 

⑦ 控除財源 0 0 0 

⑧ 控除額 0 0 0 

⑨ 貸倒引当金 0 0 0 

エ 解消可能資金不足額 0 0 0 

Ｂ 事業の規模 (オ－カ) 420,078 416,596 417,709 

 オ 営業収益の額 420,078 416,596 417,709 

カ 受託工事収益の額 0 0 0 

資金不足比率 Ａ／Ｂ×100 

    資金不足額がない場合「△」表示 
△553.2 △592.5 △619.8 
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下水道事業会計 

(単位：千円・％) 

区   分 26年度 27年度 28年度 

Ａ 資金の不足額  (ア＋イ)－(ウ＋エ) 

   △は資金剰余 
△1,456,925 △1,323,240 △1,366,921 

 ア 流動負債 ①－②－③－④－⑤ 2,593,529 2,365,836 3,893,697 

 ① 流動負債 9,316,359 9,028,889 10,378,452 

② 控除企業債等 6,698,974 6,619,913 6,437,631 

③ 控除未払金等 0 0 0 

④ 控除額 0 0 0 

⑤ 控除引当金等 23,856 43,140 47,124 

イ 算入地方債の現在高 0 0 0 

ウ 流動資産 ⑥－⑦－⑧＋⑨ 4,050,454 3,689,076 5,260,618 

 

 

 

⑥ 流動資産 4,042,335 3,678,813 5,248,833 

⑦ 控除財源 0 0 0 

⑧ 控除額 0 0 0 

⑨ 貸倒引当金 8,119 10,263 11,785 

エ 解消可能資金不足額 0 0 0 

Ｂ 事業の規模 (オ－カ) 7,839,333 7,891,670 7,849,419 

 オ 営業収益の額 7,872,319 7,924,611 7,882,926 

カ 受託工事収益の額 32,986 32,941 33,507 

資金不足比率 Ａ／Ｂ×100 

    資金不足額がない場合「△」表示 
△18.6 △16.8 △17.4 

 

病院事業会計 
(単位：千円・％) 

区   分 26年度 27年度 28年度 

Ａ 資金の不足額  (ア＋イ)－(ウ＋エ) 

   △は資金剰余 
20,421 261,696 23,102 

 ア 流動負債 ①－②－③－④－⑤ 1,329,355 986,204 1,691,395 

 ① 流動負債 1,585,640 1,392,229 2,197,059 

② 控除企業債等 122,073 266,144 355,633 

③ 控除未払金等 0 0 0 

④ 控除額 0 0 0 

⑤ 控除引当金等 134,212 139,881 150,031 

イ 算入地方債の現在高 0 0 0 

ウ 流動資産 ⑥－⑦－⑧＋⑨ 1,301,827 718,466 1,665,365 

 

 

 

⑥ 流動資産 1,300,710 717,398 1,663,705 

⑦ 控除財源 0 0 0 

⑧ 控除額 0 0 0 

⑨ 貸倒引当金 1,117 1,068 1,660 

エ 解消可能資金不足額 7,107 6,042 2,928 

Ｂ 事業の規模 (オ－カ) 4,110,067 4,278,212 4,506,722 

 オ 医業収益の額 4,110,067 4,278,212 4,506,722 

カ 受託工事収益の額 0 0 0 

資金不足比率 Ａ／Ｂ×100 

    資金不足額がない場合「△」表示 
0.4 6.1 0.5 
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（２）地方公営企業法非適用会計 

（単位：％） 

会 計 名 26年度 27年度 28年度 経営健全化基準 

食 肉 セ ン タ ー 特 別 会 計 ― ― ― 20.0 

 

法非適用会計の資金不足比率の算定式は、次のとおりです。 

資金不足比率 ＝ 
資金の不足額 

 
事業の規模 

 

事業の規模 ＝ 営業収益に相当する － 受託工事収益に相当する 

収入の額       収入の額 

 

資金不足比率の算定は、次のとおりです。 

食肉センター特別会計 

（単位：千円・％） 

区   分 26年度 27年度 28年度 

Ａ 資金の不足額 ①－②＋③  

△は資金剰余額 
△4,909 △4,991 △4,992 

 歳         出   ① 393,332 319,437 374,572 

 歳         入   ② 398,241 324,428 379,564 

 翌年度に繰り越すべき財源  ③ 0 0 0 

Ｂ 事業の規模 151,822 148,394 152,654 

資金不足比率  Ａ／Ｂ×100 

資金不足額がない場合｢△｣表示 
△3.2 △3.4 △3.3 

 


